
個人名義（埼玉県用）2025年3月まで 2025年4月より専用フォーマット廃止
埼玉県専用フォーマットではない場合、
下記記入見本を参照
※用紙はどちらでも使用可能



登録車(軽自動車以外)は「証明申請」に○印
軽自動車は「届出」に○印

留意事項

○ この書面は、自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出に係る車庫が、自己所有の土地または建物の場合に
作成するものです

豊田 太郎

090 9999 9999

100-0000

〇〇県○○市トヨタが丘1丁目2番3号トヨタ荘301

郵便番号・住所・電話番号・氏名を記入

〇 △ □

記入日を記入

※作成日から一定期間が経過してしまうと
有効な書類として認められなくなる可能性がありますので、
納車予定日より3ヶ月以内を目安とする

・保管場所である土地・建物の両方が自己所有の場合は
「土地」「建物」の両方に○印
・保管場所である土地が自己所有の場合は「土地」に○印
・保管場所である車庫が、建物と一体となって
建造されている場合(ビルトイン車庫等)は、「建物」に○印

〇〇〇

保管場所(車庫)の所在地を
管轄する警察署名を記入

個人名義（埼玉用）2025年4月以降


